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会議に付した事件 別紙のとおり 

午前 11 時８分 開会 

代表監査委員審査意見の報告・質疑 

◆岡田信俊委員長 ただいまから決算審査特別委員会を開きます。 

本特別委員会に付託されました議案第 111 号令和４年度鳥取市歳入歳出各会計決算認定につ

いてから、議案第 115 号令和４年度鳥取市病院事業決算認定についてまで、以上５案を一括し
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て議題といたします。 

これより、令和４年度鳥取市歳入歳出決算等の審査意見について、令和４年度鳥取市公営企

業会計決算の審査意見について及び令和４年度鳥取市歳入歳出決算等に基づく健全化判断比率

及び公営企業会計決算に基づく資金不足比率の審査意見について、代表監査委員に審査の意見

の報告を求めます。湯口代表監査委員。 

○湯口一文代表監査委員 鳥取市代表監査委員の湯口一文でございます。 

令和５年９月鳥取市議会定例会における決算審査特別委員会の審査に当たり、鳥取市監査委

員３名を代表して、決算等の審査の意見を御報告いたします。なお、本席での報告は概要にと

どめさせていただきます。座って説明させていただきます。 

審査意見は、地方自治法、地方公営企業法、地方公共団体の財政健全化に関する法律に基づ

き、令和４年度の一般会計、特別会計、公営企業会計の決算、定額運用基金の運用状況、財政健

全化判断比率、資金不足比率について審査し、お手元にありますように意見書として市長に提

出いたしました。 

審査の結果ですが、各会計の歳入歳出決算書、財政健全化判断比率等に関する書類はいずれ

も法令に従って作成されており、係数も符合し正確であると認められました。 

それでは、各会計ごとに意見を申し上げます。初めに令和４年度鳥取市一般会計及び特別会

計歳入歳出決算に対する意見です。一般会計及び特別会計の歳入歳出決算は、総額で歳入が

1,566 億 4,224 万円、歳出が 1,524 億 8,313 万円でした。実質収支は一般会計が 26 億 3,014 万

円、特別会計が 12 億 6,848 万円。総額で 38 億 9,863 万円の黒字決算となっており、前年度実

質収支額を差し引いた単年度収支については、5 億 9,694 万円の赤字決算となっています。こ

れは前年度に国の施策で実施した新型コロナウイルス感染症対策等の給付金給付事業の支出金

の精算が当年度に行われたことが大きな原因となっていました。 

収入未済額は一般会計、特別会計を合わせて、40 億 5,725 万円でした。収入未済の解消は、

自主財源、市民負担の公平を図る上で極めて重要であります。収入未済の減縮に向けた取組を

推進し、引き続き、収納率の向上と滞納整理に努めていただくよう望みます。 

次に、不納欠損額ですが、一般会計 9,504 万円と特別会計 9,302 万円を合わせて 1 億 8,807

万円となり前年度に比べ 0.4％増加しています。不納欠損処分に当たっては関係法令及び鳥取

市債権管理に関する条例に基づき実施し、適正な債権管理に努めていただきますよう望みます。 

３年余り続いた新型コロナウイルス感染症は当年度末にはようやく終息に向かいましたが、

ロシアのウクライナ侵攻、急激な円安、高病原性鳥インフルエンザの全国的な感染拡大、豚熱

ウイルスの蔓延、原油、エネルギー、食料品などの物価の上昇により、市民生活や地域経済を

取り巻く環境は厳しさを増しています。 

コロナ禍で急速にデジタル化が進み、生活様式は急激に変容しましたが、人口減少、少子高

齢化がさらに加速し、社会保障費の増大、労働力の不足、経済規模の縮小は深刻な問題として

表面化し始めました。引き続き行政サービスを維持できるよう、安定した財政を運営資金を確

保し、市民が安全安心に暮らすことができるまちづくりに努めていただきますよう望みます。 

定額運用基金の令和４年度の運用状況につきましては、条例に則した資金運用がされており、

また、会計経理は適正に処理されているものと認められました。しかし、新しく資金貸付けを
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行った事業において、事業の位置付け等が不明確なものがありました。早急に相手方と事業の

内容について整理確認をされる必要があると思います。 

次に４つの公営企業会計について御報告します。まず水道事業についてです。人口減少や節

水型社会の進展により水需要が年々減少している中、当年度は諸物価の上昇など水道事業経営

を取り巻く環境は一層厳しい状況でありましたが、健全な事業運営により黒字を計上していま

した。水は日々の生活に欠かせないものであります。市民が安心して生活を送ることができま

すよう、施設の老朽化への対応や、頻発、激甚化する災害対策などの課題に対応し、今後も安

全な水道水の安定供給と健全な経営の継続に努められるよう望みます。 

次に工業用水道事業についてです。収益的収支は前年度に比べ上昇したものの、減価償却費

の算入をすると、前年度に引き続き純損失を計上しており、今後、施設設備の修繕対応等が発

生した場合、たちまちにして経営状況は厳しくなることが予想されます。工業用水道事業は令

和12年度末をもって廃止し上水道事業に移行する方針でありますが、引き続き排水施設が良好

に機能し安定的に工業用水が供給できるよう、適切な維持管理に努められますよう望みます。

また、上水道への移行は水質の変化や水道使用料金の増額など、生産活動基盤の重要な変更と

なります。誘致企業であります給水先企業が安定した経営を継続できますよう、十分な支援を

講じられることを望みます。 

３番目に病院事業についてです。令和２年度から続く新型コロナウイルス感染症のため、１

病棟を休止して即応病床を確保し、第７波、第８波と大規模な感染拡大が続く中、感染症拡大

を克服するための医療の提供を行っていました。当年度は諸物価の上昇により事業費用も増大

するなど一段と厳しい経営環境となりましたが、長年の収益改善の取組などにより黒字を計上

していました。今後も地域の中核病院として、住民に信頼され質の高い医療の提供ができる病

院経営に努められるよう望みます。 

４番目に下水道等事業についてです。下水道は汚水の排除による快適な生活環境の実現、河

川等の公共用水域の水質保全、雨水排除による浸水の防除など、市民生活を支える重要なライ

フラインであります。財政状況は当年度も黒字を計上していますが、今後人口減少や、利用者

の節水努力などにより、有収水量は減少が見込まれ、下水道等事業の経営環境は厳しい状況に

なると考えられます。引き続き、安定的な経営基盤の確保に努められるとともに、近年の頻発、

激甚化する災害から市民の生命と財産を守るため、計画的に施設の能力強化も推進されますよ

う望みます。 

次に財政健全化判断比率について報告します。実質赤字比率と連結実質赤字比率は、赤字が

生じていませんので数値は出ておりません。 

実質公債費比率は 8.7％、将来負担比率は 62.5％でした。これらすべての指標において早期

健全化基準を下回っており、財政の健全性は保たれていると言えます。 

最後に公営企業に係る資金不足比率について報告します。水道事業、病院事業など、対象と

なる８つの公営企業会計、全てにおきまして資金不足は生じていませんでした。 

以上、令和４年度の決算等につきまして、鳥取市監査委員３名が合議により意見書のとおり

意見を決定しましたので、その概要を報告させていただきました。 

以上、ありがとうございました。 
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◆岡田信俊委員長 これより監査委員審査意見の報告に対する質疑に入ります。 

これに先立ちまして、委員長より申し上げます。まず、発言時間については１人５分以内と

し、発言回数については１人３回まで。発言場所は自席で行っていただきます。 

委員長に発言通告書は提出されていますので、発言を許可します。長坂則翁委員。 

◆長坂則翁委員 長坂です。それでは監査委員意見に対する質疑を行います。 

まず最初に、審査の結果についてであります。令和４年度鳥取市一般会計・特別会計歳入歳

出決算審査意見書２ページの第５、審査の結果には予算の執行及び財務に関する事務について

は概ね適正に行われていたことが認められたと記載されています。実用日本語表現辞典により

ますと、概ねとは、全体の大部分ではその状態であるという意味の表現であると言われていま

す。従って、概ねとは一部で適切でないものがあったと捉えることができますが、概ね適正に

と表現された認識についてお尋ねします。 

◆岡田信俊委員長 湯口代表監査委員。 

○湯口一文代表監査委員 まず、決算審査は審査意見書１ページの審査における主眼とする事項

に記載していますとおり、決算、その他関係書類が法令に適合しかつ正確であることを確認す

ることです。これにつきましては、意見書２ページの審査の結果の前段にありますとおり、決

算及び関係書類はいずれも法令に準拠して作成されており、それらの計数は諸帳簿、証書と符

合し正確であることを確認しております。 

なお、決算審査に当たりましては、報告書２ページの審査の方法に記載していますとおり、

財政運営は健全であるか、財産の管理は適正であるか、さらに予算が適正かつ効率的に執行さ

れているかについて留意しています。著しく適正を欠くものは確認されませんでしたが、軽易

な、または定型的な過誤が確認されていますので、予算の執行及び財務に関する事務について

は、概ね適正に行われていることを認められたとしたものです。以上です。 

◆岡田信俊委員長 長坂則翁委員。 

◆長坂則翁委員 それでは２回目であります。不納欠損処分についてであります。 

審査意見書の４ページの中段あたりに、不納欠損処分についての審査意見には行政サービス

を行うための貴重な財源を確保するため、不納欠損処分にあたっては関係法令及び鳥取市債権

管理に関する条例に基づき実施し、適正な債権管理に努められたいと記載されています。 

昨年、すなわち令和３年度の意見書の審査意見にはそのような表現はありません。適正なと

あるのは一部でも適正でなかったものが見られたということで理解していいのか、あえて適正

なという表現をされたその理由についてお尋ねします。 

◆岡田信俊委員長 湯口代表監査委員。 

○湯口一文代表監査委員 不納欠損処分については適正でない債権管理は確認されていませんが、

条例等に基づかない不適正な処分は起こりやすい事案であるため、あえて適正な債権管理を求

めたものです。 

なお、不適正な事案が認められれば改善を求める意見を付することになります。以上です。 

◆岡田信俊委員長 長坂則翁委員。 

◆長坂則翁委員 それでは３回目であります。 

これも同じような状況ですけれども基金の状況についてであります。審査意見書の５ページ
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の中段あたりに、基金の状況についての審査意見にも、安定した財政基盤の計画的な確保と、

基金の趣旨に沿った適正かつ効率的な運用に努められたいと記載されています。 

ここも、昨年度の意見書の審査意見にはこのような表現はありません。適正かつとあるのは、

一部でも適正でなかったものが見られたということで理解していいのかどうなのか、あえて適

正かつと表現されたその理由についてお尋ねします。 

◆岡田信俊委員長 湯口代表監査委員。 

○湯口一文代表監査委員 基金についても、適正な運用が行われていました。いずれも一般的な

表現として意見をまとめさせていただきました。以上です。 

◆岡田信俊委員長 質疑を終わります。 

以上で本日の日程は終了しました。本日はこれで終了とします。 

午前 11 時 26 分 閉会 
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